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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者または患者の身体部分の参照または記録のための装置であって、該装置が、少なく
とも２つのカメラ（５、６）で補助される医療用ナビゲーションシステムと、参照される
べき該身体部分の表面に光マーク（３）を発生させるための手段とを備え、該システムは
、コンピュータの支持により、検出領域において該光マーク（３）の三次元の空間的位置
を検出し、該光マーク（３）の該三次元の空間的位置は、該カメラで補助されるナビゲー
ションシステムによって決定され、該装置は、該光マーク（３）を発生させるための手段
が、光マークとしての該表面上の光の反射を生成するハンドヘルド光ビーム放出器（１）
であることを特徴とし、該光マーク（３）の該三次元の空間的位置が、該ハンドヘルド光
ビーム放出器（１）の位置を測定することなく決定される、装置。
【請求項２】
　前記ハンドヘルド光ビーム放出器（１）が、不可視光の光ビーム放出器であり、前記カ
メラ（５、６）が、該光の反射を捕捉するよう設定されることを特徴とする、請求項１に
記載の装置。
【請求項３】
　前記ハンドヘルド光ビーム放出器（１）がレーザ光ビーム放出器であることを特徴とす
る、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ハンドヘルド光ビーム放出器（１）が、前記不可視光のビーム放出器の標的領域と
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実質的に同一の標的領域に指向する、第二の可視光のビームを放出し、可視光の反射がさ
らに、前記表面に発生することを特徴とする、請求項２または３に記載の装置。
【請求項５】
　前記第二の可視光のビームが、レーザ光であることを特徴とする、請求項４に記載の装
置。
【請求項６】
　前記ビームの光源が、単一の光源として統合されるか、または２つの並置された光源も
しくは２つの入れ子状の光源であることを特徴とする、請求項４または５に記載の装置。
【請求項７】
　前記装置が、前記身体部分に対して固定的に配置されたマークアレイ（１０）を含み、
該マークアレイによって、参照されるべき該身体部分と前記カメラ（５、６）のカメラ配
置との間の相対的移動が追跡されて、参照の間の、構造上の障害に起因して所定の角度に
おいて該カメラにより検出不可能な領域を排除することを特徴とする、請求項１～６のい
ずれかに記載の装置。
【請求項８】
　前記不可視光が、赤外光である、請求項２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、患者または患者の身体部分を、カメラで補助される医療用ナビゲーションシス
テムにおいて、参照または記録するための、方法および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
外科手術または放射線治療は、現在では、いわゆるナビゲーションまたは追跡システムの
補助によって、ますます実施されている。この関連において、患者データは、画像化技術
（例えば、コンピュータ連動断層撮影または磁気核共鳴断層撮影法）により決定され、こ
の技術は、表示出力によって、処置する医師の処置用器具が一時的に存在する位置をその
医師に示すために、利用される。１つの応用例には、例えば、処置されるべき身体部分の
内部にある器具の先端の位置を表示して、処置されるべき位置で正確に手術することが可
能となるようにすることからなる。
【０００３】
このようなナビゲーションシステムが機能し得るためには、処置されるべき患者または患
者の身体部分の一時的な位置が、処置の間にインサイチュで知られることが必要である。
次いで、この更新される位置データは、画像化プロセスから受信されるデータ（例えば、
処置のいくらか前に生成された、コンピュータ連動断層撮影からのデータ）に帰属され得
る。この帰属の後に、コンピュータで補助される処置が開始され得る。
【０００４】
先行技術によると、上述の帰属は、マークの補助（すなわち、患者の人工または自然の目
印の補助）によって達成される。従って、独国特許第１９６　３９　６１５号は、断層撮
影走査の前に、患者の皮膚に人工的なマークを貼り付けることを示唆し、断層撮影画像に
おいて可視のマークから作製されるものを使用する。断層撮影の後に、その患者は手術室
に運ばれる。処置が開始するとすぐに、患者または患者の身体部分が参照され、ここで、
その患者に適用されたマークが、ポインタツールによって位置決定され、そのマークの一
時的な位置をコンピュータで補助されるシステムに知らせるために、ナビゲーションシス
テムにおいて追跡可能である。一旦、そのマークの位置が分かると、断層撮影データセッ
トからの他のすべてのポイントの位置が、その患者の更新された位置において検出され得
、そしてナビゲーションで補助される処置が開始され得る。
【０００５】
しかし、このように皮膚の表面に外部に適用されたマークの利用は、いくつかの欠点を有
する。１つには、皮膚の表面は容易に移動し得、そしてこのような移動は、参照の間の不
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正確さをもたらす。特に、ポインタツールを用いてマークを標的化する場合には、皮膚は
わずかに変位し得る。
【０００６】
しかし、このような不正確さを補償するために、あまり多すぎる人工的マークは利用でき
ない。なぜならこれは、参照を不必要に遅延させるからである。例えば、マークを皮膚の
下の骨室（ｂｏｎｅ　ｓｕｂｓｔａｎｃｅ）に付ける、侵襲性溶液は、患者に対して不快
であり、一方天然の印（例えば、鼻根）は、位置がさほど正確には参照され得ないことが
多い。
【０００７】
上で例示した方法の別の欠点は、処置が断層撮影の直後に行われない場合に特に明らかで
ある。従って、例えば、マークのいくつかは、一晩外され得、これは参照の間の重大な困
難をもたらし得る。１つの特に不利な場合は、外されたマークがその患者自身によってど
こか別の位置に置き換える場合に具現化し、このことは、誤った処置さえもたらし得る。
【０００８】
参照マークを提供することに基づくさらなるナビゲーションシステムは、米国特許第５，
３８３，４５４号から公知であり、このシステムは、能動的に発光するマークを利用し、
これらのマークは別個に提供され、そして同様に、上述の欠点をもたらす。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、患者または患者の身体部分を、カメラで補助される医療用ナビゲーショ
ンシステムにおいて参照するための、方法および装置を提供することであり、このことに
より、先行技術に関する上に例示した欠点が克服される。特に、本発明は、参照の正確な
手段を可能とし、これは、失敗が起こりにくく、そして簡単に実行され得る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明は、カメラで補助される医療用ナビゲーションシステムにおいて、患者または患者
の身体部分を参照または記録するための方法であって、以下の工程：
参照されるべき患者の身体部分を、少なくとも２つのカメラ（５、６）で補助されるナビ
ゲーションシステムの検出範囲内にする工程であって、ナビゲーションシステムは、コン
ピュータの支持により、光マーク（３）の三次元的な空間的位置を検出する、工程、
光マーク（３）が、光ビーム（２）によって、参照されるべき身体部分の表面に発生され
る工程であって、光マーク（３）の三次元的位置が、カメラで補助されるナビゲーション
システムによって決定される、工程、および
参照されるべき身体部分の表面の三次元的位置が、光マーク（３）についての位置データ
によって決定される工程、
を包含する、方法を提供する。そのことにより上記目的が達成される。
【００１１】
好適な実施態様においては、上記表面の上記空間的位置が、上記身体部分に関して先に画
像化技術によって生成された１セットの画像データを更新して参照するために、データセ
ットの画像データに帰属され、データセットが、特に、ＣＴ、ＭＲＩ（磁気核共鳴断層撮
影法）、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、Ｘ線または超音波走査データセットである方法が提供され
る。
【００１２】
好適な実施態様においては、上記光ビームが不可視光のビームであり、特に、赤外光であ
り、上記カメラ(５、６)が、光の反射を検出するよう設定されている方法が提供される。
【００１３】
好適な実施態様においては、上記光ビームがレーザ光ビームである方法が提供される。
【００１４】
好適な実施態様においては、上記不可視の参照用光ビーム（２）の標的領域と実質的に同
一の標的領域に指向する、第二の可視光のビームによって、可視光の反射が上記表面に発
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生する方法が提供される。
【００１５】
好適な実施態様においては、上記第二の光ビームが、可視レーザビームである方法が提供
される。
【００１６】
好適な実施態様においては、上記２つの光ビームが、並置または入れ子状に配置される２
つの光源によって生成される方法が提供される。
【００１７】
好適な実施態様においては、複数の光マークが、上記参照用光ビーム（２）によって上記
表面上に連続的に発生され、一方で発生した光マーク（３）が、常に、すなわち、特に、
上記空間的位置を決定するに十分な数の位置データが獲得されるまで、検出される方法が
提供される。
【００１８】
好適な実施態様においては、上記カメラ配置または参照されるべき上記身体部分のいずれ
かが、参照の間に移動され、その結果、カメラシェードが排除され、身体部分の相対的運
動が、上記ナビゲーションシステムにおいて、身体部分に対して固定して配置されたマー
クアレイ（１０）によって追跡される方法が提供される。
【００１９】
本発明はまた、患者または患者の身体部分の参照または記録のための装置であって、少な
くとも２つのカメラ（５、６）で補助される医療用ナビゲーションシステム、および参照
されるべき身体部分の表面に光マーク（３）を発生させるための手段を備え、システムは
、コンピュータ支持により、検出領域にある光マーク（３）の三次元の空間的位置を検出
し、光マーク（３）の三次元の空間的位置は、カメラで補助されるナビゲーションシステ
ムによって決定され、装置は、光マーク（３）を発生させるための手段が光ビーム放出器
（１）であって、光を表面に光マークとして反射することを特徴とする、装置を提供する
。
【００２０】
好適な実施態様においては、上記光ビーム放出器（１）が、不可視光、特に、赤外光のビ
ーム放出器であり、そして上記カメラ（５、６）が、光の反射を捕捉するよう設定される
ことを特徴とする装置を提供する。
【００２１】
好適な実施態様においては、上記光ビーム放出器（１）がレーザ光ビーム放出器であるこ
とを特徴とする装置を提供する。
【００２２】
好適な実施態様においては、上記光ビーム放出器（１）が、上記不可視の参照用光ビーム
の標的領域と実質的に同一の標的領域に指向する、第二の可視光のビームを放出し、可視
光の反射がさらに、上記表面に発生することを特徴とする装置を提供する。
【００２３】
好適な実施態様においては、上記第二の光ビーム放出器が、可視レーザ光のビーム放出器
であることを特徴とする装置を提供する。
【００２４】
好適な実施態様においては、上記ビームの光源が、単一の光源として統合されるか、また
は２つの並置された光源もしくは２つの入れ子状の光源であることを特徴とする装置を提
供する。
【００２５】
好適な実施態様においては、上記装置が、上記身体部分に対して固定的に配置されたマー
クアレイ（１０）を含み、マークアレイによって、参照されるべき身体部分と上記カメラ
配置との間の相対的移動が追跡されて、参照の間のカメラシェードを排除することを特徴
とする装置を提供する。
【００２６】
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この目的は、患者または患者の身体部分を、カメラで補助される医療用ナビゲーションシ
ステムにおいて、参照または記録するための方法によって、本発明に従って達成される。
この方法は、以下の工程を包含する：
・参照されるべき患者の身体部分を、少なくとも２つのカメラによって補助されるナビゲ
ーションシステムの検出範囲内にする工程であって、このナビゲーションシステムは、コ
ンピュータの支持によって、光マークの三次元の空間的位置を検出する、工程、
・光マークが光ビームによって、参照されるべき身体部分の表面に発生される工程であっ
て、光マークの三次元的位置が、カメラで補助されるナビゲーションシステムによって決
定される、工程、および
・参照されるべき身体部分の表面の三次元的位置が、光マークについての位置データによ
って決定される工程。
【００２７】
換言すれば、本発明は、患者の身体部分の表面に別個のマークを適用することからの離脱
であり、本発明は代わりに、これらのマークを、単に（皮膚、骨の）表面に光をビーム放
出して光のスポットをその表面に発生させることによって発生させ、このスポットは、マ
ークの反射として、カメラに見える。次いで、この表面が光ビームによって走査されると
、実際に複数の光マークが発生し、そしてこれらの光マークの構成（それぞれ空間におけ
る三次元光スポットとして知られる）によって、処置されるべき身体部分の表面に帰属さ
れる、スポットの群（ｃｒｏｗｄ）または雲（ｃｌｏｕｄ）を生じる。理論的には、ほん
の３つのスポットのみを検出することで十分であるが、より多くのスポットが発生される
と、この方法はより安定となる。十分な数のスポットは十分な情報を提供し、表面の高精
度の三次元帰属が可能となる。試験により、すでにこの様式で発生した少数（約２０）の
光スポットが、身体部分の空間的位置の検出を高精度で可能とするに十分であることが、
示されている。
【００２８】
一般に、光ビームにより走査された患者の領域は、その患者の対応するデータセットにお
いて、この形態で再確認を容易とする領域であり続け、従って、参照または記録の間に、
患者が何の付属物もなしで、次いでこのような付属物（例えば、口または鼻の中の管）が
すでに存在する状態で、画像化技術によって走査される場合でさえも、参照または記録が
可能である。
【００２９】
本発明の利点は、高い精度が達成され得ることに加えて、特に、別個に適用されたマーク
を使用することから生じるすべての問題を排除することである。ここで、参照は、もしか
すると変位するか、移動するか、または外れるマークに、もはや悩まされない。本発明に
よる参照は、患者に対する不快な副作用（例えば、適所に貼られるかまたは侵襲的に固定
されるマークの苦痛など）を特に含まない。孤立した間違いの光マークまたは反射、例え
ば、「脱走（ｒｕｎａｗａｙｓ）」（例えば、所望以外の表面に反射されたビーム）は、
計算によって容易に補正され得る。
【００３０】
本発明の別の主要な利点は、別個のマークが取り付けられる必要がないので、外科手術が
断層撮影走査から大きな程度にまで、時間的に分離され得ることである。長時間にわたっ
て患者の皮膚に実質的な変化がないので、断層撮影走査の数日後に、患者のかなり正確な
参照が可能であり、このときこの長期間にわたって、患者が皮膚表面にマークを保持する
必要がない。
【００３１】
さらに、本発明は、患者を走査する場合にすでに有利である。従来は、特殊な走査（ナビ
ゲーション走査）、すなわち、ＣＴまたはＭＲにより見えるマークを含む走査が実施され
た。本発明は、走査がマークなしで行われるので、１つには、走査を手術から時間的に分
離すること、さらに、ナビゲーションの目的で多数の走査を利用することを、可能とする
。従って、医師が手術の前に、数週間前になされたさらなるＣＴ走査がナビゲーション中
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に役立つことを確立するべきである場合には、この医師がまたナビゲーションの間にこの
走査を利用することには何の問題も提起しない。なぜなら、そのような走査においてマー
クが画像化される必要がないからである。
【００３２】
さらに、既存のカメラシステムが、本発明に従う技術によって使用され得ることが、特に
有利であり、すなわち、例えばレーザスキャナなどのさらなるデバイスが必要ない。ポイ
ントの検出または記録がナビゲーションポインタを用いてなされる、従来の方法（すなわ
ち、骨の表面がポインタチップを用いて走査され、これらのポイントのそれぞれの３Ｄ座
標が格納され、次いでこれらのポイントの雲が、ＣＴ走査データから得られる表面に数学
的に一致させられる）と比較すると、本発明による本方法は、増大した正確さおよびより
速い検出を可能とする。
【００３３】
本発明による参照は、決定されるべき患者の身体部分の一時的な三次元位置を必要とする
任意の外科手術に対して、利用され得る。しかし、本発明は、表面の三次元位置が、身体
部分について画像化技術によって先に生成された１セットの画像データ（特に、ＣＴ、Ｍ
ＲＩ（磁気核共鳴断層撮影法）、ＰＥＴ、ＳＰＥＣＴ、Ｘ線または超音波走査データセッ
ト）に帰属されて、このデータセットの画像データを更新して参照する方法に対して、特
に適切である。
【００３４】
本発明による方法が適切に機能するためには、明確に識別可能な光スポットが患者の身体
部分の表面に光マークとして発生される場合に、基本的に有利である。従って、ビームは
可能な限りその衝突位置に指向されるべきである。この局面において、不可視光のビーム
を使用することが、特に有利である。なぜなら、それによって発生する光スポットが、室
内光または患者の身体部分を照射する他の光により発生する光反射から明確に区別され得
るからである。この局面において、赤外線ビームを利用することが有利であり、この場合
には、カメラがこの光の反射を検出するよう設定される。非常によく規定され、そして指
向された光マークは、レーザ光を使用することにより得られる。
【００３５】
上に示唆したように、不可視光を利用して光マークを発生させる場合には、任意の時間に
おいて光ビームが放出されている位置を確立することは、原理的には困難である。この問
題を解決するために、本発明による方法が好都合に実施され、その結果、可視光の反射が
、その不可視の参照用光ビームと実質的に同一の標的領域に指向する、第二の可視光のビ
ームによって表面上に発生する。この第二の光ビームの補助によって、不可視の参照用光
ビームが生じる場所を明確に知ることが可能である。この第２の光ビームはまた、レーザ
光ビームであり得る。ここに例示したこの実施態様はまた、危険を回避する点において有
利である。上ですでに述べたように、輪郭のはっきりした光マークを発生させることが可
能であることにより、不可視のレーザ光ビームを参照用光ビームとして使用することが、
有利である。この光ビームはヒトの目には不可視であり、開いた目に偶然にビームが放出
されても眼瞼の瞬目反射を生じさせないので、傷害の危険性がある（例えば、網膜の熱傷
など）。しかし、好ましい実施態様に従って示唆されるように、第二の可視光のビームが
使用される場合には、一方では、標的化補助として作用して敏感な領域（例えば、目）を
照射から排除し得、他方では、この可視光が目に入る場合に眼瞼の瞬目反射を促し、従っ
て角膜の熱傷を防止する。
【００３６】
原理的には、２つの光ビームを生成するためにいくつかの可能性が存在する。従って、例
えば、並置または入れ子状に配置された２つの光源が利用され得る。もちろん、可視光と
不可視光の両方のビームを放出する単一の光源を利用する可能性もまた、存在する。
【００３７】
この方法の別の好ましい実施態様においては、いくつかの光マーク（スポット）が、参照
用光ビームによって表面上に連続して発生し、一方でこの発生された光マークの位置が、
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常に（すなわち、特にその空間的位置が決定されるに十分な数の位置データが得られるま
で）検出される。この関連において、補助コンピュータに、マッチング法によって、参照
した量のスポットの、画像データセット（例えば、断層撮影）から表面への帰属に十分な
光マークを、このコンピュータがすでに有するか否かを、参照の間、連続的に検査させる
こともまた、可能である。ある時点において、十分なデータが利用可能である場合には、
視覚的または聴覚的なシグナルが出力されて、首尾よい参照を示し得る。
【００３８】
本発明による方法の別の有利な実施態様においては、参照されるべき身体部分が参照中に
移動され、その結果、カメラシェード（ｃａｍｅｒａ　ｓｈａｄｅ）が排除され、そして
この身体部分の移動が、この身体部分に対して固定的に配置されたマークアレイによって
、ナビゲーションシステムにおいて追跡される。これらのカメラは通常、固定的に設置さ
れるので、カメラシェードに位置する特定の位置（特に、顔面を参照する場合には、例え
ば外鼻孔の後ろ）にスポットが具現化される。従って、光マークを有するこれらの点にビ
ーム放出することおよびこれらのマークをマッピングすることを望む場合には、患者を動
かすことが有利である。この動きが検出を誤らせることを回避する目的で、この動きをナ
ビゲーションシステムにおいて追跡しなければならず、そしてこの追跡は、例示したマー
クアレイを用いて（すなわち、例えば、既知のマークアレイを有する３アーム式Ｍａｙｆ
ｉｅｌｄ参照アダプタを介して）なされる。
【００３９】
本発明に従って、患者または患者の身体部分を参照または記録するための装置がさらに提
供され、この装置は、少なくとも２つのカメラで補助される医療用ナビゲーションシステ
ム、および参照されるべき身体部分の表面に光マークを発生させるための手段を備え、こ
のナビゲーションシステムは、コンピュータの支持により、検出中の領域の光マークの三
次元の空間位置を検出し、そしてこの光マークの三次元の空間位置は、カメラで補助され
るナビゲーションシステムにより検出され、ここで、光マークを発生させるための手段は
、光ビーム放出器であり、これは光の反射をその表面上に光マークとして発生させる。こ
の光ビーム放出器は、不可視光、特に、赤外光のビーム放出器であり得、そしてカメラは
この光の反射を検出するよう設定される。さらに、この光ビーム放出器は、レーザ光ビー
ム放出器であり得る。
【００４０】
好ましくは、この光ビーム放出器は、不可視の参照用光ビームの標的領域と実質的に同じ
標的領域に指向する、第二の可視光のビームを投射し得、可視光の反射が、その表面にさ
らに発生する。この第二の光ビーム放出器もまた、可視のレーザ光をビーム放出し得る。
この配置において、光ビーム放出器のための光源は、単一の光源に統合され得るか、また
は２つの並置もしくは入れ子状になった光源であり得る。
【００４１】
好ましくは、この装置は、マークアレイを含み、このマークアレイは、身体部分に対して
固定的に配置され、これによって、参照されるべき身体部分が、参照中の移動の間に追跡
されて、カメラシェードを排除する。
【００４２】
もちろん、逆に、カメラの動きもまた追跡され得る。大抵の場合において、処置されるべ
き患者の身体部分は、処置の間、および参照または記録の間、静止したままである場合が
、有利である。この場合には、カメラ自体の位置を変化させることによって、カメラシェ
ードが回避され得る。マークアレイは異なるカメラ角度から画像を供給するので、この場
合にもまた、カメラと身体部分との間の相対的移動が、参照の間に追跡され、考慮され得
る。
【００４３】
本発明による装置によって達成される利点は、本発明による方法に関してすでに説明され
たものである。
【００４４】
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【発明の実施の形態】
本発明による参照用装置の使用を概略的に図示する単一の図を参照して、本発明を実施態
様によって詳説する。これによって、患者または患者の身体部分が、参照または記録され
る。
【００４５】
ここで図面を参照すると、カメラで補助されるナビゲーションシステムのコンピュータお
よびディスプレイが、概略的に示されており、全体として参照番号９で示される。このコ
ンピュータは、ケーブル接続８によって、カメラ架台４に接続され、標的領域をモニタす
るための２つの赤外線カメラ５および６が、互いに間隔をあけてこのカメラ架台に取り付
けられている。
【００４６】
この場合には、図示されたヒトの頭部の位置が、参照または記録されるべきものである。
この目的で、光ビーム放出器１が使用され、これは、赤外レーザ光ビーム２を患者の顔面
に投射する。光ビーム放出器１は、第二位置で破線で示され、参照の間の一定の揺動を示
す。
【００４７】
次いで、顔面が参照用光ビーム２によって走査され、結果として光反射または光スポット
３が、その表面に連続的に発生する。図面においては、このような光マークのいくつかの
みを、例として（すなわち、このような光スポットのラインによって）示す。しかし、こ
れらのスポットまたは反射はまた、ビーム放出によって、適切な位置に個別に発生し得る
。
【００４８】
実際の処置の前に、処置を実施する人物は、単に、光ビーム放出器１を持ち、そして顔面
を光ビーム２を用いて時々走査するのみである。単一の画像の連続における迅速な記録の
ため、カメラシステムは、各々が順に並んだそれぞれの光反射３を発生させ、単一の光ス
ポットについてのその光路は、図面において一点鎖線７により示される。２つのカメラは
、光反射の空間的位置を三次元的にマッピングし得、そしてコンピュータシステム９は、
検出された光マークのデータから、顔面に帰属された光スポットの位置を決定し得る。
【００４９】
患者の頭部の走査から得られるデータ、および従ってその顔面についてのデータは、コン
ピュータに格納される。次いで、このコンピュータは、マッチングルーチンの補助により
、光ビームによる参照から得られた画像化スポットの数が、その表面の検出された表面ポ
イント（走査データセットによりコンピュータが知る）を帰属するか、またはそれを調和
させるために十分であるか否かを、連続的に決定する。一旦、十分な一致が存在すれば、
聴覚的および／または視覚的なシグナルが出力されて、処置を実施する人物に、参照が首
尾よく完結したことを示す。
【００５０】
このように発生した画像化スポット３は、従来別個に使用されたような、取り付けられる
マークまたは他の様式で適用されるマークの必要性を排除する。得られる複数の光スポッ
ト３は、高度に正確な参照の実施を可能とする。
【００５１】
参照アダプタ１０が患者の頭部に固定的に配置されることもまた、この図面に概略的に示
される。このアダプタは３つの反射体を備え、これらの反射体の位置は、カメラ５、６に
より同様に追跡され得る。参照の間に患者の頭部を回転させること、またはカメラ５、６
を移動させることが、カメラシェード（例えば、外鼻孔による）を排除するためには必要
となり、この相対的な動きはアダプタ１０の補助により追跡され、そして参照において考
慮されて、検出誤差が回避される。
【００５２】
すでに記載したように、光ビーム放出器１は、不可視光ビーム２に加えて、可視光ビーム
をも投射し得る。この可視光ビームは、同じ方向および同じ焦点を有し、処置を実施する
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出することを防止し得る。
【００５３】
本発明による参照システムは、画像により補助される手術を含む、すべての処置方法と共
に利用され得る。このシステムは、外科手術および放射線処置の両方に適用される。参照
はまた、受動的マークアレイを有する追跡システムならびに能動的発光マークを有する追
跡システム（例えば、追跡用医療機器において使用されるもの）のために、利用され得る
。これまでは主として、光マークは患者の皮膚の表面の光ビームによって発生することが
示されたが、処置のためにこの様式ですでに暴露された骨構造（例えば、暴露された頭蓋
骨または脊椎の骨部分）を参照することもまた、本発明の範囲内であると想定される。
【００５４】
本発明は、患者または患者の身体部分を、カメラに補助された医療用ナビゲーションシス
テムにおいて参照するための方法に関し、この方法は、以下の工程：
・参照されるべき患者の身体部分を、少なくとも２つのカメラ（５、６）によって補助さ
れるナビゲーションシステムの検出範囲内にする工程であって、このナビゲーションシス
テムは、コンピュータの支持によって、光マーク（３）の三次元の空間的位置を検出する
、工程、
・光マーク（３）が光ビーム（２）によって、参照されるべき身体部分の表面に発生され
る工程であって、光マーク（３）の三次元的位置が、カメラで補助されるナビゲーション
システムによって決定される、工程、
・参照されるべき身体部分の表面の三次元的位置が、光マーク（３）についての位置デー
タによって決定される工程、
を包含する。
【００５５】
本発明は、さらに、この方法を実施するための装置に関する。
【００５６】
【発明の効果】
本発明により、患者または患者の身体部分を、カメラで補助される医療用ナビゲーション
システムにおいて参照するための、方法および装置が提供され、このことにより、先行技
術に関する上に例示した欠点が克服された。特に、本発明は、参照の正確な手段を可能と
し、これは、失敗が起こりにくく、そして簡単に実行され得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明による参照用装置の使用の概略図である。
【符号の説明】
２　　　　光ビーム
３　　　　光マーク
５、６　　カメラ
１０　　　マークアレイ
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